
　――会長就任おめでとうございます。抱負を
お聞かせください。
　小川　４月から１年間、副会長 5人と執行部
を務めます。愛知県弁護士会は会員約２１００
人を擁し、多種多様な分野で専門性の高い委員
会活動をしており、それが弁護士会の活力の源
です。「基本的人権の擁護と社会正義の実現」（弁
護士法 1条）に向け、委員会活動をより活性
化させ、また社会のニーズに適合した活動にす
るための環境を整えることが私たちの一番の職
務です。重責を痛感し身が引き締まる思いです。

　次いで、その使命の実行に不可欠な弁護士自
治の制度を堅持することも重要です。弁護士に
よる不祥事は社会的信頼を揺るがし、それを放
置していては弁護士自治の危機に繋がりかねま
せん。実効的な不祥事対策も喫緊の課題です。
１年間という限られた期間ですが、会員の一体
感を高め、弁護士会の活力の向上に力を注ぎた
いと考えています。
　――愛知県弁護士会の特徴は？
　小川　当会の会員数は、東京弁護士会の
９０００人、第一東京弁護士会、第二東京弁護

士会の各６５００人、大阪弁護士会５０００人に
次ぐもので、比較的まとまりがいい中規模会です。
それでもさまざまな価値観や考え方の方が入会す
る中で、活発な委員会活動を維持していくのは必
ずしも容易ではありません。
　会員数が増え、裁判の迅速化や質の高い成果を
求められるに従い競争が生まれ、弁護士会として
の一体感は希薄になりがちです。またメンタルダ
ウンを起こす会員も生まれ、それが不祥事につな
がりかねない。お互いが切磋琢磨する一方、相互
に支え合う支援、相談体制の構築を他会のケース
も参考にしながら充実させていきたい。
　――コロナ禍で弁護士業務への影響はありまし
たか。
　小川　ウェブ会議システムを使用して法律相談
や会議の効率化を図る試みはコロナ禍で一気に進
みました。それとは別ですが、裁判手続に関して
は、民事訴訟法が昨年改正され、ＩＴ活用の諸規
定が定められました。民事司法は市民の権利を擁
護し、法の支配を社会の隅々に行き渡らせるため
の公共的インフラであることに留意し、私たちは
改正内容や関連実務に習熟し、弁護士業務を市民、
企業へのサービス向上に結びつけられるようにし
なければなりません。会員に対する研修などを実
施してＩＴに習熟してもらうことになります。裁
判所に直に書類を持参、郵送する時代は終わろう
としています。
　一方で、情報の送受信に付随するセキュリティ
対策を個々の事務所で行うことになります。昨年、
日弁連が「弁護士情報セキュリティ規程」を制定
したのに伴い、４月から１年間で各弁護士事務所
は、どういう体制を整えるか決めないといけない。
そのための研修やノウハウ提供など会員支援も必
要で大きな課題です。将来は刑事事件記録も電子
情報で授受する方向にかわっていく可能性も大き
い。情報管理も問題となります。情報漏えいが生
じると、弁護士自治にも影響しかねません。個々
の事務所の自己管理が重要です。
　――ロシアのウクライナ侵攻１年。名古屋では
ウィシュマさんの死亡事件もありました。難民受

け入れなど弁護士会のスタンスは？
　小川　出入国管理法の不備や従来の改正案の問
題点に関しては、日弁連は意見書や会長声明、ま
た当会は会長声明を出しています。ホームページ
で参照可能です。個々の単位会も日弁連と連携し
つつ市民向けのシンポジウムなどで市民の皆さん
に問題点を理解してもらう地道な努力が必要だと
思います。
　――日弁連は民事法律扶助制度の改革、死刑に
代わる刑の提案などに力を注いでいます。
　小川　日弁連は今年３月、民事法律扶助制度に
つき弁護士費用等の償還制から給付制への転換な
ど利用者負担の軽減への取り組みをまとめまし
た。社会的弱者が法的支援を受けようとしても後
で返還を求められる制度では利用を控えてしまう
点などの改正を求め活動を予定しています。また
日弁連は２０１６年の人権擁護大会で「死刑制度
の廃止宣言」を採択すると同時に代替刑として「仮
釈放の可能性がない終身刑」あるいは「重無期
刑」制度などを提言。昨年 11 月、「死刑の代替
刑の制度設計に関する提言」をまとめました。当
会でも２０２０年末、総会で「死刑廃止を求める
決議」を行いました。被害者側に対する支援の拡
充とあわせ死刑に代わる代替刑の議論を今後も進
めます。また刑事再審の事件が近時全国的に報道
されるなか、再審法改正に向けての取組も全国的
にみて喫緊の課題です。
　――近時、司法試験受験者数が減るなど、「法
曹離れ」が進んでいます。
　小川　受験者は２００３年の４万５０００人を
ピークに２０１９年４４６６人と１０分の１にま
で激減。隠れた司法の危機であり、人材確保は重
要な課題です。ＩＴ社会を迎え魅力あるさまざま
な職種が生まれる中、弁護士業務についても魅力
を若者にアピールすることが必要です。当会では
４年前から中高生対象に「あつまれ！リーガル女
子」の企画を続行。さらに大学生 · 社会人向けの
企画などを強化していきたい。
　――ありがとうございました。

　在野法曹として司法の一翼を担い「人権擁護と社会正義の実現」を使命とする弁護士。グロー
バル化、少子高齢化、ＩＴ化など激動する社会の変化に加え、長引くコロナ禍、ウクライナ侵攻、
経済格差の拡大など新たな問題や課題が生まれ、社会から求められる役割はさらに高まっている。
２０２３年度の愛知県弁護士会の会長に就任した小川淳氏は、「会員の一体感を高め、弁護士会全
体の活力の向上に意を用いたい」と抱負に力を込める。（聞き手は鬼頭直基 · 編集顧問）
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